
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

（１）女性の活躍推進のための積極的取組の推進【一部新規】  ４９億円（３７億円） 

   女性の活躍の動きを加速するため、以下の取組を実施する。 

・ 「女性活躍推進法（案）」により大企業に開示が義務化される情報について、「女性

の活躍・両立支援総合サイト」への転載を実施するなど、同サイトのユーザビリティ

の向上を図る。 

・ 女性の活躍推進に向けた取組を行う企業に対する助成金の拡充や中小企業に対する

行動計画の策定支援等を強化する。 

・ マザーズハローワーク事業について、事業拠点の拡充を行い、子育て中の女性等に

対する再就職支援を推進する。また、訓練担当の就職支援ナビゲーターを配置して、

ひとり親や、出産・育児等によるブランクがある女性に対するキャリアコンサルティ

ングを通じた職業訓練への誘導・あっせん機能を強化する。 

・ 育児等で離職した女性の再就職が円滑に進むよう、求職者支援制度における育児等

と両立しやすい短時間訓練コースや訓練受講の際の託児サービスの新設等を行う。 

 

（２）ひとり親に対する就業対策の強化（再掲・４６ページ参照）  ３４億円（２９億円） 
「ハローワークのひとり親全力サポートキャンペーン」として、マザーズハローワ

ークへのひとり親支援専門の就職支援ナビゲーター等の配置や、ひとり親支援を行う

NPO 法人との連携による取組を強化する。 

また、母子家庭の母等について、試行雇用から長期雇用につなげる道を広げるため、

トライアル雇用奨励金と特定就職困難者雇用開発助成金の併給を可能とする。 

 

（３）仕事と家庭の両立支援【一部新規】（一部再掲・４７ページ参照） 

        ９４億円（６３億円） 

中小企業における労働者の円滑な育児・介護休業の取得及び職場復帰などを図るた

め、育休復帰支援プランの策定支援に加えて、対象を介護休業にも拡大（介護支援プ

ラン）するとともに、育児休業中の代替要員の確保や介護離職防止等の取組を行う中

小企業事業主に対する助成金を拡充する。 

また、男性の育児休業等の取得促進のため、職場環境整備の取組等を行う事業主に

対する助成金を新設するとともに、男性の育児と仕事の両立に取り組む企業等を支援

１ 女性の活躍推進・ひとり親に対する就業対策の強化    

１４５億円（１０１億円）

第３ 「全員参加の社会」の実現加速 

全ての人材が能力を高め、その能力を存分に発揮できるよう、女性・若者・高齢者・障害者

等の活躍推進、外国人材の活用などにより「全員参加の社会」の実現加速を図る。 
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するイクメンプロジェクトを拡充する。 

 

（４）マタニティハラスメント等の対策強化【一部新規】（一部再掲・５０ページ参照）   

４．８億円（２．７億円） 

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い（いわゆる「マタニティハラスメント」）に

ついて、迅速・厳正な行政指導を行うとともに、事業主や人事労務担当者等に対する

説明会など「マタハラ未然防止対策キャラバン（仮称）事業」を実施し、着実な男女

雇用機会均等法等の施行と未然防止の徹底を図る。 

また、「マタニティハラスメント」対策の強化にあわせ、ハラスメント対策の総合的

な取組の推進を図る。 

 

 

 

 

 

（１）若者の適職選択の支援                     ７．２億円（５．１億円） 

「若者雇用促進法（案）」が成立した場合には、法律に基づく企業による青少年雇用

情報（職場情報）の積極的な提供を促すため、若者の採用・育成に積極的な企業等に

関するポータルサイトにおいて、新卒者等を募集する企業が自ら職場情報を登録でき

る機能を追加し、企業が積極的に職場情報を提供できる環境を整えるなど、法律の円

滑な施行に取り組む。 

 

（２）新卒者等の正社員就職の実現【一部新規】           １０４億円（１００億円） 

新卒応援ハローワーク等における新卒者等に対する就職支援や、既卒３年以内の者

等を対象とした助成金制度の創設により、既卒３年以内の者等の採用・定着の促進を

図るなど、正社員を希望する新卒者等の就職実現を図る。 

また、高校生就職ガイダンスの中に、労働関係法令に係る基礎知識に関する講義を

追加するとともに、インターネット上で労働関係法令に関する基礎知識を学べる教材

の開発を行う。 

 

（３）フリーター・ニート等の安定雇用への支援・職業的自立への支援【一部新規】 

  ９０億円（８９億円） 

わかものハローワークに訓練担当の就職支援ナビゲーターを配置して、長期的にフ

リーターとなっている者等に対するキャリアコンサルティングを通じた職業訓練への

誘導・あっせん機能を強化する。また、夜間・休日でも相談を行うため、電話・メー

ルによる相談を民間委託により実施し、わかものハローワーク等への誘導や個別支援

体制の強化を図るなど、フリーター等の安定雇用への支援を行う。 

さらに、ニート等の若者に対し、地域若者サポートステーションにおいて、地方自

２ 若者の活躍推進                      １９７億円（１９１億円）
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治体と協働し、個々の状況に応じた相談機会の提供等を通じ、職業的自立に向けた支

援を実施する。 

 

 

（４）若者の「使い捨て」が疑われる企業等への対応策の充実強化【一部新規】   

３．１億円（２．３億円） 

夜間・休日に労働基準法等に関して無料で電話相談を受け付ける、常設のフリーダ

イヤル電話相談「労働条件相談ほっとライン」の運営等により相談体制の充実を図る。 

また、厚生労働省ホームページにおける労働基準法等の基礎知識・相談窓口をまと

めた労働条件相談ポータルサイト「確かめよう労働条件」や大学・高校等でのセミナ

ーを全国で開催することなどにより、労働関係法令等の情報発信を行う。 

 

 

 

 
 

 

（１）企業における高齢者の雇用の促進                 １０２億円（８８億円） 
ハローワーク等の紹介により、65 歳以上の高年齢者を継続して雇用する労働者と

して雇い入れる事業主に対する支援を行うとともに、高年齢者の職域の拡大、作業環

境の改善、雇用管理制度の構築等を行う事業主に対する支援について 65 歳以上の雇

用者数に着目した拡充を図る。 

 

（２）高齢者の再就職の促進                         ３８億円（３７億円）   
ハローワークに 65 歳以上の求職者支援に重点的に取り組む「生涯現役支援窓口（仮

称）」を設置し、高年齢求職者に対するチームによる支援や 65 歳以上の求職者のため

の個別求人開拓に取り組むとともに、技能講習を実施するなど再就職支援の充実を図

る。 

 

（３）地域における多様な雇用・就業機会の確保【新規】               ８．５億円 

地方自治体を中心とした地域のニーズを踏まえた多様な雇用・就業機会の掘り起こ

し・提供を行う「生涯現役促進地域連携事業（仮称）」を創設する。 

 

（４）シルバー人材センターの機能強化【一部新規】       １２１億円（１１６億円） 
シルバー人材センターが高齢者に多様な就業機会を提供できるよう、地方公共団体

や経済団体と連携し新たな就業機会を創造する「地域就業機会創出・拡大事業（仮称）」

を創設するなど、同センターの機能を強化する。 

 

３ 生涯現役社会の実現に向けた雇用・就業環境の整備    

２７０億円（２４２億円）
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（１）地域就労支援力の強化等による障害者及び企業への職場定着支援の拡充       

８８億円（６５億円） 

雇用障害者数の急速な伸展と職場定着支援に課題の多い精神障害者の就職件数の 

急増に対応するため、障害者就業・生活支援センターの実施体制を拡充する。また、 

障害者の職場適応・定着等に取り組む事業主に対して助成金による支援を行う。 

 

 

（２）多様な障害特性に応じた就労促進の推進           ６４億円（６４億円） 

①ハローワークにおける支援の充実・強化                         １７億円（１６億円） 

ハローワークが中心となり、地域の関係支援機関と連携して、就職から職場定着

まで一貫した支援を行う「チーム支援」を実施する。また、職場実習・見学会や就

労支援セミナーを実施することにより、福祉、教育、医療から雇用への移行を推進

する。 

 

②障害者の多様な働き方と職域の拡大【新規】（一部推進枠）                ７０百万円 

ICT を活用した障害者の在宅雇用など多様な働き方の推進と、農業分野を含めた

障害者雇用の職域拡大を図る。 

 

③精神障害者、発達障害者、難病患者に対する更なる支援の拡充【一部新規】（一部推進

枠）                                                       ２３億円（１７億円） 

カウンセリングや企業の意識啓発等を実施するなど、精神障害者に対する総合的

な雇用支援を強化するとともに、精神科医療機関と公共職業安定所の連携による、

精神障害者の就労支援モデル事業を実施する。加えて、発達障害者については、就

職支援ナビゲーター（発達障害者等支援分）の増員や、小集団方式により経験交流

やグループワーク等を実施する就労支援事業の創設により、就労支援を充実・強化

する。また、難病患者については、難病患者就職サポーター等による就労支援を推

進する。 

 

（３）生活困窮者等の就農訓練・中間的就労の推進【新規】（推進枠）（後掲・７３ペ

ージ参照）                                     ２０億円 

 

（４）がん等の疾病による長期療養が必要な労働者に対する就労支援の強化     

                                  ２．５億円（８５百万円） 

ハローワークに専門相談員を配置し、がん診療連携拠点病院等と連携したがん患者

等に対する就職支援事業を全国展開する。 

４ 障害者等の活躍推進              １７４億円（１２９億円）

－53－



 

 

 

 

 

 

(１)留学生の就職支援の更なる展開と支援体制の強化    ５．３億円（５．３億円） 

留学生の国内企業への就職拡大に向けて、留学生コーナーを拡充し支援体制を強化

するとともに、関係省庁・機関が連携する「外国人材活躍推進プログラム」の地域展

開や、地域の企業に対する留学生活用に関するセミナーや採用後のフォローアップな

どの総合的な支援を実施する。  

 

(２)技能実習制度の適正かつ円滑な推進                 ３５億円（１５億円） 

「技能実習法（案）」が成立した場合には、外国人技能実習機構において、報告徴収・

実地検査等の業務を行わせるとともに、技能実習対象職種の拡大や優良な監理団体及

び実習実施者に限って実習期間の延長及び受入枠の拡大を可能とする等の新たな技能

実習制度を円滑に推進する。 

 

(３)経済連携協定などの円滑な実施（後掲・８６ページ参照） 

           ３．８億円（３．９億円） 

 

 

 

 

 

（１）雇用保険制度、求職者支援制度によるセーフティネットの確保                

１，５１７億円（１，５２３億円） 
労働者の失業中の生活及び雇用の安定を図るとともに、早期再就職を支援するセー

フティネットを確保するため、雇用保険制度及び求職者支援制度に必要な経費を確保

し、持続可能で安心できる制度を確実に運営する。また、国庫負担金の本則（雇用保

険制度 1/4、求職者支援制度 1/2）復帰については、雇用保険法附則の規定に基づき

検討する。 

※雇用保険制度の失業等給付費として 1 兆 7,493 億円（1兆 7,159 億円）を計上 

※求職者支援制度の職業訓練受講給付金等として 199 億円（235 億円）を計上 

 

（２）生活困窮者等に対する就労支援の強化            ６８億円（６９億円） 

生活保護受給者等の就労促進に向けて、地方自治体へ設置するハローワークの常設

窓口を増設するとともに、当該窓口に配置する就職支援ナビゲーターを新たに増員し、

両機関が一体となった就労支援を充実・強化することにより、支援対象者の就労によ

６ 重層的なセーフティネットの構築   １，５８５億円（１，５９２億円） 

５ 外国人材の活用・国際協力            ４４億円（２４億円）
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る自立を促進する。 

また、ハローワークと刑務所・保護観察所等が連携して実施する「刑務所出所者等

就労支援事業」について、就職支援ナビゲーターを増員する等、その強化を図る。
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